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はじめに 

 

本委員会は、第２清掃工場建設工事に伴う談合事件（以下「談合事件」とい

う。）の発生に対して、市民の信頼を回復し、今後の談合防止対策を構築する取

り組みなどを進める一環として、平成 19 年 7 月 17 日に設置されたところであ

る。 

その後、担当副市長に続き、市長が逮捕・起訴されるといった事態に至る中

で、談合事件に係る具体的な事実関係の調査については、裁判に委ねるべきと

の判断から、本委員会の担任事務について一定の見直しが行われたところであ

る。 

これまで、今後の談合防止対策の構築に向けて、第２清掃工場建設工事に係

る事務処理過程についての検証や談合防止対策の構築に向けた取り組みの検討

を行ってきたが、この度、提言としてとりまとめたので報告するものである。 

 枚方市におかれては、更なる談合防止対策を構築する契機として本報告の趣

旨を真摯に受け止め、より一層の公平性・競争性・透明性の向上に向けて取り

組まれるよう望むものである。 
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１．検証方法について 

 

  本委員会では、第２清掃工場建設工事に係る事務処理過程における事務手

続き上の問題等を抽出するために、枚方市における施設整備の一般的な事務

処理過程と第２清掃工場建設工事に係る事務処理過程を比較するとともに、

第２清掃工場建設工事の事務処理過程を事業部門、契約部門及び計画・予算

部門に区分し検証を行った。 

検証作業を進める中で検証項目について、事業部門では「（１）発注方式決

定の過程等について」、計画・予算部門とあわせて「（２）事業費の積算等に

ついて」、契約部門では「（３）契約事務の取り組みについて」、全般的な項目

として「（４）情報公開とコンプライアンスについて」の 4 項目に整理した。 
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２．第２清掃工場建設工事の概要と検証項目について 

 

第２清掃工場建設工事に係る事務処理過程の概要と整理した検証項目の関

係については、以下のとおりである。 

 

年  月 概    要 検証項目

平成 5年 7月 • 庁内委員会として（仮称）第２清掃工場建設検討

委員会（以下「検討委員会」という。）を設置 

平成 14 年 2 月 • 各種団体代表者、学識経験者、枚方市職員などで

構成する（仮称）第２清掃工場建設検討会議（以

下「検討会議」という。）を設置し、ごみ焼却方式・

発注方式を検討 

 

平成 15 年 6 月 • 検討会議で抽出したプラント設備業者（11 社）か

ら工事費の見積りを提出 

平成 15 年 8 月 • 検討会議から発注方式の検討結果報告書を提出 
 

第２清掃工場建設工事の分離発注 

プラント設備工事・・・総合評価指名競争入札 

土 木 建 築 工 事・・・制限付一般競争入札 

 

平成 15 年 9 月 • 検討委員会でプラント設備工事と土木建築工事と

に分離発注する方針を決定 

 

 

平成 16 年１月

～3月 

• 第２清掃工場建設工事に関する事業計画及び平成

16 年度当初予算案（9,906,800 千円）を承認 

• 議会の議決により予算を確定 

  

（
１
）
発
注
方
式
決
定
の
過
程
等
に
つ
い
て 計

画
・
予
算
の
設
定 

（
２
）
事
業
費
の
積
算
等
に
つ
い
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年  月 概    要 検証項目

平成 16年 3月 • プラント設備工事の設計・積算等を確認 

• 入札予定価格（（税抜き）5,923,462 千円）を決定 

平成 16年 6月 • 入札（総合評価指名競争入札）の結果、川崎重工業

（株）関西支社に決定 

（落札金額（税抜き）5,500,000 千円） 

• 議会の議決により契約を締結 

 

平成 17年 4月 • 検討委員会で土木建築工事を工場棟・煙突と管理

棟・洗車棟とに分割発注する方針を決定 

 

平成 17年 7月

～8月 

 

• 分割発注（工場棟・煙突）の設計・積算等を確認 

• 予定価格（（税抜き）3,925,648 千円）を決定 

• 分割発注の入札（制限付一般競争入札）の結果、応

札者がなく入札を中止 

• 検討委員会で分割発注した土木建築工事を改めて

一括発注（工場棟・煙突・管理棟・洗車棟）とする

方針を決定 

 

平成 17年 9月 • 議会の議決により補正予算を確定 

• 一括発注（工場棟・煙突・管理棟・洗車棟）の設計・

積算等を確認 

 

平成 17 年 10

月～12 月 

• 予定価格（（税抜き）5,648,966 千円）を決定 

• 一括発注の入札（制限付一般競争入札）の結果、大

林・淺沼共同企業体に決定 

（落札金額（税抜き）5,560,000 千円） 

• 議会の議決により契約を締結 
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３．談合問題に係る事務処理過程の検証について 

 

（１）発注方式決定の過程等について  

①検討会議のあり方について 

検討会議は、枚方市廃棄物減量等推進審議会の委員や、コミュニティ

連絡協議会などの各種団体代表者、学識経験者、枚方市職員など多方面

から構成されていた。 

当時、プラント設備工事の入札に関しては、全国的に談合情報が報道

されていた。第２清掃工場建設工事のような特殊工事の入札に関して

は、談合等入札妨害の防止はもとより、公平性・競争性・透明性などを

重視する立場から、枚方市が検討会議を設置し、発注方法と入札方式等

について、契約担当課だけでなく広く意見を求め、検討したことについ

ては、必要性が認められる。 

 

②検討会議における審議内容について 

検討会議では、発注方法を決定するにあたり一括発注と分離発注にお

ける工事費の比較を行ったわけではなく、また、現時点で当時に遡って

工事費の比較を改めて行うことはできないため、分離発注に関する審議

内容を具体的に検証することは困難であるが、談合防止の観点などか

ら、一括発注と分離発注を比較検討し、結果として、分離発注を提言す

るに至った流れについては、議事録から把握することができた。 

 

（２）事業費の積算等について  

①予算の枠組み設定について 

第２清掃工場建設工事の事業費の算出については、当時、工事の履行

が可能で実績のある 11 社の見積りをとった結果、最低価格が約 135 億

円であった。 
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しかし、近隣の城南衛生管理組合が発注した第２清掃工場と同規模の

新長谷山清掃工場の事例では、予定価格が約 98 億円（落札価格は約 58

億円）であり、清掃工場の落札結果が全国的に下落していた傾向も加味

した結果、総額 100 億円以内の枠組みで予算が設定された。 

第２清掃工場建設工事における予算設定の方法として、他市の事例や

見積り等から事業費を算出したことについては、一応の妥当性が認めら

れるが、今後の大型工事の予算設定における意思決定については、これ

まで以上に慎重な判断が望まれる。 

 

②土木建築工事の入札（一回目）にかかる予定価格の決定過程に

ついて 

プラント設備工事の契約の結果（約 58 億円）、土木建築工事（工場棟・

煙突・管理棟・洗車棟）の予算残額は約 41 億円となった。 

しかし、土木建築工事については、設計事務所から当初に提示された

概算額について精査を重ねたが、優先的に着工すべきと考えられた工事

（工場棟・煙突）の概算額だけでも、予算残額の範囲を超えるものであ

った。 

この概算額の精査に時間を要したため、スケジュールが当初の予定よ

り約 3ヵ月遅れたことや、プラント設備工事が既に進んでいたことなど

から、これまでの一括発注を改め、優先的に着工すべき工事を特定して

発注する分割発注を選択した。また、予定価格についても予算残額の範

囲内とするため、枚方市発注の建設工事の入札状況を参考に直接工事費

から 20％削減した実勢価格調整を行ったが、この時点で契約の成否を慎

重に検討し、必要な補正予算対応も検討に加えるべきであったと考えら

れる。 
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③土木建築工事の入札（二回目）にかかる変更について 

平成 17 年 8 月に行われた分割発注の入札（制限付一般競争入札）が

不調になったため、再発注が必要となった。 

指名競争入札の不調の際は、応札可能業者の変更による再発注も可能

であるが、一般競争入札の場合は、応札可能業者の変更ができないため、

再発注に際しては、発注条件（工事範囲・内容）の変更が必要となった。

この再発注に伴いスケジュールがさらに遅れた中で、プラント設備工

事の進捗や、第２清掃工場の稼動時期（平成 20 年度予定）、国庫補助金

交付申請手続きへの影響といった時間的な制約があったこと、さらに

は、工場棟・煙突・管理棟・洗車棟の工事業者の工程の輻輳を避けるな

どの理由から、再度、一括発注に戻したことについては妥当であったと

考えられる。 

また、土木建築工事費の予定価格についても、20％削減した実勢価格

調整を元に戻したことや、次年度に発注を予定していた管理棟・洗車棟

を合わせて、約 17 億円の増額となったことについても、現実的な対応

であったと認められる。 

しかし、時間的な制約から、当初の方針と比べて大きな変更をごく短

期間で行ったことについて、庁内において十分な検討が図られたかどう

かといった面からは、課題が残ったものと考えられる。 

次に、短期間での発注方法の変更は、入札参加事業者や入札に関する

事務処理の混乱を招くとともに、適正な入札に支障をきたすことも考え

られるため、入札準備段階から、入札不調といったリスクの検討を行っ

ておくべきものと考える。 

また、枚方市における通例では、建築課が建築工事の設計・積算や施

行に係る事務処理を行うことになっていたが、重点プロジェクト事業と

して東部整備部（当時）に本工事の事務処理を一元化したことについて

も、その効果や問題点についての検証が必要である。 
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（３）契約事務の取り組みについて  

①これまでの契約事務の取り組みについて 

これまでの枚方市の契約事務については、以下のような談合防止対策

を比較的早期から実施している点について評価することができる。 

• 予定価格が 10 億円を超える大型工事については、入札執行前にも

外部委員で構成する入札監視員会議を開催し、その審議に付してい

ること。 

• 入札監視員会議における案件の抽出について、各入札監視員が事

前に全ての案件に目を通し、多角的な視点から抽出したものを会議

で決定していること。また、随意契約や高い落札率となった工事に

ついても集中して審議を行っていること。 

• 応札可能業者同士の接触を避けるために、郵便及び電子入札制度

を導入していること。 

 

②談合情報の取り扱いについて 

プラント設備工事の談合情報については、公正取引委員会に連絡し、

入札監視員会議において検討したことが認められる。 

談合情報は、談合を防止するための有力な手がかりであるため、公正

取引委員会だけでなく、捜査機関（警察）への通報や、通報があった際

の取り扱いについて更なる検討が必要である。 

また、平成 8年に制定された談合情報対応マニュアルについては、談

合防止の取り組みにあわせて検証を行い、必要に応じて見直しを行う必

要がある。 
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③入札不調時の対応について 

入札が不調になった際の対応として、不参加の理由を調査すること

は、調査を行った事業者に対して、再入札の際に有利に働く危険性があ

ると考えられる。また、入札の不調自体も珍しい例ではないことから、

一律的な対応を行うことは困難であると考える。 

しかし、本工事のような大型工事の場合、不応札は不自然であると考

えられるため、原因究明を行う仕組みづくりを検討する必要がある。 

 

④新たな入札方式について 

入札方式については、入札監視員会議に報告し、庁内の関係機関で構

成された請負業者資格審査等委員会で審議して決定されている。また、

多様な角度からの見極めを行う総合評価方式についても、一定導入され

ているところであるが、入札の公平性・競争性・透明性を高める観点か

ら発注方法を含めて更なる制度研究が必要である。 

さらに、談合防止の観点からも、価格競争のみを重視した入札を行う

のではなく、総合評価方式の拡充や、ＣＭ方式※など多様な入札方式の

研究を行う必要があると考える。 

※ＣＭ（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ）方式とは、発注者の補助者・代行者であるＣＭＲ 

（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計の検

討や工事発注方式の検討、工程管理、コスト管理などの各種マネージメント業務の全部

又は一部を行うもの。 

 

⑤入札監視員会議について 

入札監視員会議においては、監視機能の強化など今まで以上に役割の

拡充が求められている。その中で、入札監視員会議における更なる実効

性の確保といった観点から、審議案件の抽出方法（例えば、高い落札率

の案件を審議の対象とするよう担任事務に明記するなど）や入札結果の

監視方法などの検証が必要である。 
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⑥予定価格の事前公表について 

枚方市を含め近隣の自治体では、透明性の向上や事業者からの不正な

働きかけを防ぐなどの観点から、予定価格の事前公表を行っているが、

予定価格の事前公表については、国からは適切な取り扱いが求められて

いることもあり、現行の考え方に談合防止の観点を加えて、その効果や

問題点について検証が必要である。 

 

⑦談合を防止するためのペナルティについて 

現行の契約約款においては、談合を行った場合のペナルティとして、

契約金額の 10％を賠償金として支払うことが規定されている。 

しかし、談合を防止するためには、賠償金の率の引き上げや入札参加

資格の停止期間の見直しなどペナルティの強化に向けた検討が必要で

ある。 

 

（４）情報公開とコンプライアンスについて  

①事務処理過程における検討情報の公開について 

審議会等（庁内委員会を含む。）で審議内容や審議過程について、そ

の妥当性や透明性を確保するためには、議事録や資料といった検討情報

を積極的かつ迅速に公開することが求められるが、審議内容等によって

は、一定期間後（例えば、審議会等の終了後など）に検討情報を公開す

るなどの対応も必要となる。 

ただし、検討情報を公開することによって、談合の端緒とならないよ

うに十分に配慮する必要がある。 
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②コンプライアンスの充実について 

枚方市職員には、地方公務員法等に基づく守秘義務が課せられている

とともに、「公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例」で

利害関係者との接触の制限など厳しく規制されているところであるが、

更なる公正な職務執行の確保に向けて、組織体制の確立を検討すべきと

考える。 

 また、コンプライアンスの充実を図るため、市長を筆頭に全職員がコ

ンプライアンス意識の向上に取り組むとともに、その取り組み姿勢を継

続して市民に公表することが重要である。 

また、不正防止のため内部通報制度の整備に向けた検討や、談合に関

わった職員への懲戒処分や賠償責任の周知など談合防止につながる研

修を行う必要があると考える。 

 

 

 



 

 12

４．今後の談合防止対策の構築に向けた取り組みについて 

 

（１）審議会等の設置について  

 審議会等の設置に際しては、その設置段階において、設置目的を達

成する観点から、実質的・専門的な審議ができるように、審議する

内容や委員構成などについて十分に検討する必要がある。 

 

（２）事業費の積算等について  

① 建築工事に係る事業費の積算を適正に行うために、枚方市におけ

る建築工事の積算基準や、市場単価と連携した主要な設計単価の統

一化について検討を行う必要がある。 

また、清掃工場建設工事のような特殊工事については、効果的な

事業費の積算を行うために、国・府などからの技術的な支援を受け

ることを検討する必要がある。 

なお、予算化にあたっては、建築部門と財政部門が協力して、適

正な予算計上できる仕組みを検討する必要がある。 

② 事業費の積算や工事施行などの事務処理を効果的・効率的に行う

ために、建築工事に関する知識やノウハウを共有し有効活用を図る

といった観点から、組織を見直すなど体制を整備する必要がある。 

 

（３）契約事務の取り組みについて  

① 談合情報をより有効に取り扱うために、談合情報対応マニュアル

の検証を行い、必要に応じて見直しを行う必要がある。 

なお、談合情報対応マニュアルへの追加を検討すべき対策として

は、公正取引委員会・警察などの捜査機関への通報や、大型工事に

おける入札不調時の対応に向けた事前検討、入札の決定までの過程

が検証できる仕組みの確立などである。 
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② 談合防止や、入札の公平性・競争性・透明性を高める観点から、

新たな入札方式（発注方法を含む。）の研究や、入札方式を決定す

るための判断基準の作成について検討する必要がある。 

③ 入札監視員会議における更なる実効性の確保といった観点から、

審議案件の抽出方法や入札結果の監視方法などの検討を行う必要

がある。 

④ 予定価格の事前公表について、談合防止や事業者からの不正な働

きかけの防止といった観点からの検討を行う必要もある。 

⑤ 談合を防止するため、賠償金の率の引き上げや、入札参加資格の

停止期間の見直しなどのペナルティの強化を実施する必要がある。 

 

（４）情報公開とコンプライアンスについて  

① 事務処理過程の妥当性及び透明性を確保するためには、審議会等

（庁内委員会を含む。）の議事録については、原則的に公表する必

要があると考える。ただし、そのことによって、談合の端緒となら

ないように十分に配慮する必要がある。 

② 更なる公正な職務執行の確保に向けた取り組みを進めるため、コ

ンプライアンス体制の充実を図るための組織を新たに設けるなど

体制を整備する必要がある。 

また、職員のコンプライアンス意識の向上を図るための職員研修

の実施や、不正防止のための内部通報システムの制度化などが求め

られる。 

さらに、これらの取り組みを継続的なものとするため、枚方市に

おけるコンプライアンスの考え方や取り組みを継続して公表するこ

とが重要である。 
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おわりに 

 

本委員会では、今回の談合事件における全ての公判が終了していない中では

あるが、枚方市が更なる談合防止対策をできる限り早期に構築できるよう、「発

注方式決定の過程等について」、「事業費の積算等について」、「契約事務の取り

組みについて」、及び「情報公開とコンプライアンスについて」に区分したうえ

で議論を重ねた結果、枚方市が改善策として検討すべき取り組みについて、提

言としてとりまとめた。 

今後、枚方市ではこの提言に沿って、今まで以上に公平性・競争性・透明性

の向上といった観点に立って、事業費の積算方法や入札制度などを更に検討す

るとともに、市長をはじめ全職員が一丸となって、コンプライアンスの取り組

みを推進することで、早期に市民の信頼を回復されることを望むものである。 

なお、今回の談合事件に係る公判が、今後、進んで行くことに伴い、本報告

の内容の追加や変更を行う場合があることを申し添える。 
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【参考資料１】 

第２清掃工場建設工事に関する調査・談合防止対策委員会

委員名簿 

 

 

委員長 田 中   豊 弁護士（元最高検察庁検事） 

副委員長 金谷 重樹 摂南大学法学部長 

委員 鈴 木   毅 大阪大学大学院工学研究科准教授 

委員 永田 潤子 大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授 

委員 根 岸   哲 弁護士（元公正取引委員会参与） 

（委員 五十音順） 
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【参考資料２】 

第２清掃工場建設工事に関する調査・談合防止対策委員会 

開催状況 

 

■第２清掃工場建設工事に関する調査委員会設置要綱の制定：平成 19 年 7 月 17 日 

 

■第 1回委員会：平成 19 年 7 月 24 日（火曜日） 午後 4時 30 分～5時 20 分 

 

• 委員長に「田中 豊」氏を、副委員長に「金谷 重樹」氏を委員の互選に

より選出 

• 委員会の設置目的や担任事務等を確認 

• 今後の進め方（年内に調査報告書をまとめる予定）を確認 

 

■第 2回委員会：平成 19 年 9 月 4 日（火曜日） 午後 1時～3時 

 

• 会議の運営を非公開とすることを確認 

• 会議終了後、必要に応じて、委員長から会議の概要について記者に説明

（ブリーフィング）を行うことを確認 

• 施設整備の一般的な事務処理過程と第２清掃工場建設工事に係る事務処

理過程を比較検証 

※ブリーフィングの実施 

 

■第 3回委員会：平成 19 年 10 月 17 日（水曜日） 午後 2時 30 分～4時 

 

• 今後の進め方の変更（年度内に調査報告書をまとめる予定）を確認 

• 第２清掃工場建設工事に係る事務処理過程（全体）を検証 



 

 17

■第２清掃工場建設工事に関する調査・談合防止対策委員会設置要綱の改正： 

平成 19 年 10 月 22 日 

 

■第 4回委員会：平成 19 年 11 月 7 日（水曜日） 午後 4時～6時 

 

• 新市長の就任を受け、10 月 22 日に委員会の名称及び設置目的の変更を確

認 

• 第２清掃工場建設工事に係る事務処理過程（事業部門）を検証 

 

■第 5回委員会：平成 19 年 11 月 28 日（水曜日） 午後 4時～6時 

 

• 第２清掃工場建設工事に係る事務処理過程を事業部門、契約部門、計画・

予算部門の 3つに区分し検証することを確認 

• 契約部門、計画・予算部門を検証 

• 事業部門の課題を検討 

※ブリーフィングの実施 

 

■第 6回委員会：平成 19 年 12 月 12 日（水曜日） 午後 2時～4時 

 

• 事業部門の課題を検討 

 

■第 7回委員会：平成 20 年 1 月 23 日（水曜日） 午後 2時～3時 45 分 

 

• 事業部門、契約部門、計画・予算部門の課題を検討・整理 

※第２清掃工場建設工事の現地視察 
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■第 8回委員会：平成 20 年 2 月 7 日（木曜日） 午後 4時～6時 

 

• これまでの課題を確認 

• 談合防止対策を検討 

 

■第 9回委員会：平成 20 年 2 月 18 日（月曜日） 午後 4時～6時 

 

• これまでの検証結果を検討 

 

■市長への報告：平成 20 年 2 月 25 日（月曜日） 

 

• これまでの検証結果を市長に報告 
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【参考資料３】 

第２清掃工場建設工事に関する調査委員会設置要綱 

（平成 19 年 7月 17 日制定） 

 

 

（設置） 

第１条 第２清掃工場建設工事に関係して発生した談合問題（以下「談合問題」

という。）の事実関係について調査するとともに、今後の談合防止対策について

検討するため、第２清掃工場建設工事に関する調査委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（担任事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議し、及びその結果を

報告する。 

 ⑴ 談合問題の事実関係の調査検証に関すること。 

 ⑵ 談合問題における課題の抽出に関すること。 

 ⑶ 今後の談合防止対策の構築に関すること。 

 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、談合防止に関し必要と認める事項に関するこ

と。 

（構成等） 

第３条 委員会は、委員5人以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから依頼する。 

 ⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）

その他公正取引の確保に関し識見を有する者 

 ⑵ 入札・契約制度に関し識見を有する者 

 ⑶ 公共工事等の土木建築工事に関し識見を有する者 

３ 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

６ 特定の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時の委員を

置くことができる。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員（議事に関係のある臨時の委員を含む。次項におい

て同じ。）の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 
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（意見の聴取等） 

第５条 委員会又は委員は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見

の聴取、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（報償） 

第６条 委員には、別に定めるところにより、報償を支給することがある。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、その職にある間において知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。委員でなくなったときもまた、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務部が担当する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

 この要綱は、制定の日から施行する。 
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第２清掃工場建設工事に関する調査・談合防止対策委員会

設置要綱（平成 19 年 10 月 22 日制定） 

 

 

（設置） 

第１条 第２清掃工場建設工事に関係して発生した談合問題（以下「談合問題」

という。）に係る事務処理について検証するとともに、今後の談合防止対策に

ついて検討するため、第２清掃工場建設工事に関する調査・談合防止対策委

員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（担任事務） 

第２条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査し、審議

し、及びその結果を市長に報告する。 

 ⑴ 談合問題に係る事務処理の検証に関すること。 

 ⑵ 談合問題に係る事務処理における課題の抽出に関すること。 

 ⑶ 今後の談合防止対策の構築に関すること。 

 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、談合防止に関し市長が必要と認める事項に関

すること。 

（構成等） 

第３条 委員会は、委員5人以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから依頼する。 

 ⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）

その他公正取引の確保に関し識見を有する者 

 ⑵ 入札・契約制度に関し識見を有する者 

 ⑶ 公共工事等の土木建築工事に関し識見を有する者 

３ 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

６ 市長は、特定の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時

の委員を置くことができる。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員（議事に関係のある臨時の委員を含む。次項におい

て同じ。）の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第５条 委員会又は委員は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見
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の聴取、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（報償） 

第６条 市長は、別に定めるところにより、委員に対し、報償を支給すること

がある。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、その職にある間において知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。委員でなくなったときもまた、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務部が担当する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 
１ この要綱は、制定の日から施行する。 
２ この要綱の施行の際現に廃止前の第２清掃工場建設工事に関する調査委員

会設置要綱に基づき、依頼されている委員は、この要綱に基づき依頼された

委員とみなす。 
 

 

 


